
茅ヶ崎市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年２月２９日

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市規則第４号

茅ヶ崎市事務分掌規則の一部を改正する規則

茅ヶ崎市事務分掌規則（平成１４年茅ヶ崎市規則第３号）の一部を次のように改正する。

第１９条第３項中第１６号を削り、第１７号を第１６号とし、第１８号から第２０号ま

でを１号ずつ繰り上げる。

第２０条第２項中第２１号を削り、第２２号を第２１号とし、第２３号を第２２号とす

る。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。


